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○松山市屋外広告物条例施行規則 

平成１２年３月１５日 

規則第１４号 

改正 平成１５年２月７日規則第３号 

平成１６年１２月２１日規則第５７号 

平成１７年７月１日規則第５０号 

平成２０年６月１６日規則第７１号 

平成２０年１１月４日規則第８７号 

平成２４年３月２８日規則第１６号 

平成２５年３月２５日規則第１４号 

平成２７年９月１０日規則第６４号 

令和６年３月１５日規則第２０号 

令和６年３月２９日規則第５９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，松山市屋外広告物条例（平成１１年条例第３１号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（禁止展望広告物等） 

第１条の２ 条例第５条の２に規定する広告物又は掲出物件で規則で定めるものは，景観

法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定により本市が定めた松山市景観計

画に定める眺望保全区域内に表示し，又は設置する広告物又は掲出物件で，その頂点が

当該眺望保全区域内における建築物等の高さの制限を超える位置にあるものとする。 

（許可等の申請） 

第２条 条例第７条若しくは第１０条第３項の規定による許可又は条例第８条第２項の規

定による確認を受けようとする者は，屋外広告物許可（確認）申請書（様式第１号）正

副２通に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

(1) 広告物又は掲出物件（以下これらを「広告物等」という。）の形状，寸法，構造，

意匠，色彩，表示の方法等に関する仕様書及び図面 

(2) 既設の広告物等がある場合においては，これらの表示面積，種類並びに個数を明ら

かにする書類及び現況を示すカラー写真 

(3) 広告物等を表示し，又は設置する土地又は建築物等が自己の所有若しくは管理に属
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さない場合は，当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを

証する書面又はその写し 

(4) 広告物等を表示し，又は設置する場所及びその付近の状況を示す見取図 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（景観保全型広告整備地区における届出） 

第３条 条例第９条第６項の規定による届出は，景観保全型広告整備地区内屋外広告物届

出書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 前条の規定は，前項の届出について準用する。 

（適用除外の基準） 

第４条 条例第１０条第１項第４号，第２項第１号，第２号，第４号及び第７号並びに第

４項第１号の規則で定める基準は，別表１のとおりとする。 

（許可等の期間） 

第５条 条例第１２条第１項（条例第１３条第２項及び第１４条第２項において準用する

場合を含む。）の許可等の期間は，別表２に掲げるとおりとする。 

（更新許可等の申請） 

第６条 条例第１３条第１項の規定により許可等の更新を受けようとする者は，当該許可

等の期間満了の日の１０日前までに屋外広告物許可（確認）更新申請書（様式第３号）

正副２通に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

(1) 当該広告物等及び周辺の状況が分かるカラー写真 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（変更許可等の申請） 

第７条 条例第１４条第１項の規定により変更又は改造の許可等を受けようとする者は，

屋外広告物変更許可（確認）申請書（様式第４号）正副２通に第２条各号に掲げる書類

のうち変更事項を明らかにした書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

（軽微な変更等） 

第８条 条例第１４条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は，次に掲げる

とおりとする。 

(1) 広告物等の形状，材料，構造，色彩，意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕，補

強又は塗装 

(2) 劇場，映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的
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な変更で，掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの 

(3) 掲示板に掲出される新聞，ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で，当該掲

示板の位置又は形状を変更することなく行うもの 

(4) 店舗，事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店

舗，事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で，当該装置の位

置又は形状を変更することなく行うもの 

(5) その他市長が適当と認めるもの 

（許可の基準） 

第９条 条例第１５条第１項の規則で定める許可の基準は，別表３のとおりとする。 

（許可等の通知等） 

第１０条 市長は，条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項，第１３条第１項及び第

１４条第１項の規定により許可等をするときは，副本に許可等証票（様式第５号）を添

えて申請者に交付するものとする。ただし，はり紙に係る許可等については，副本を申

請者に交付するとともに，当該はり紙に許可等証印（様式第６号）を押すものとする。 

２ 市長は，前項の許可等をしないときは，その理由を付し，副本を申請者に返戻するも

のとする。 

（表示又は設置の完了の届出） 

第１１条 条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項又は第１４条第１項の許可等を受

けた者は，広告物等の表示又は設置が完了したときは，速やかに，屋外広告物表示等完

了届出書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければな

らない。ただし，はり紙，はり札等については，この限りでない。 

(1) 当該広告物等の完成後のカラー写真 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（管理者の設置） 

第１２条 条例第１８条第１項ただし書の規則で定める広告物等は，次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

(1) はり紙，はり札等，広告旗及び立看板等 

(2) 広告物等の表示面積が１０平方メートル以下，かつ，高さが４メートル以下のもの 

(3) その他市長が適当と認めるもの 

２ 条例第１８条第２項の規則で定める資格を有する者は，第２８条第１項各号のいずれ
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かに該当する者及び屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点

検に関する技能講習会の課程を修了した者とする。 

（管理者等の届出） 

第１３条 条例第１９条第１項の規定による届出は，屋外広告物管理者設置（変更・廃止）

届出書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 広告物等を表示し，又は設置しようとする者が，屋外広告物許可（確認）申請書又は

屋外広告物許可（確認）更新申請書に当該広告物等を管理する者の氏名，住所，資格の

名称等を記載して許可等を受けた場合は，前項の届出をしたものとみなす。 

３ 条例第１９条第２項の規定による届出は，屋外広告物（表示者・設置者）変更届出書

（様式第９号）により行うものとする。 

４ 条例第１９条第３項の規定による届出は，屋外広告物表示者氏名等変更届出書（様式

第１０号）により行うものとする。 

５ 条例第１９条第４項の規定による届出は，屋外広告物滅失届出書（様式第１１号）に

より行うものとする。 

（点検の報告） 

第１４条 条例第２０条の規定による報告は，屋外広告物許可（確認）更新申請書の自己

点検結果報告欄により行うものとする。 

２ 広告物等を表示し，又は設置する者は，条例第２０条の規定による点検をしようとす

る場合において，条例第１８条の規定による管理者を置いているときは，当該管理者に

当該点検をさせなければならない。 

（除却の届出） 

第１５条 条例第２１条第２項の規定による届出は，屋外広告物除却届出書（様式第１２

号）により行うものとする。 

（保管した広告物等の保管場所の公示場所等） 

第１６条 条例第２５条第１項第１号の規則で定める場所は，市役所前掲示板とする。 

２ 条例第２５条第２項の規則で定める様式は，保管物件一覧簿（様式第１３号）とする。 

３ 条例第２５条第２項の規則で定める場所は，建築指導課とする。 

（保管した広告物等を売却する場合の手続） 

第１７条 条例第２７条第２項の保管した広告物等の売却の手続は，松山市財務会計規則

（昭和３９年規則第１１号）の定めるところによるものとする。 
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（受領書） 

第１８条 条例第２９条の規則で定める様式は，受領書（様式第１４号）とする。 

（屋外広告物立入検査員証） 

第１９条 条例第３０条第２項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は，屋

外広告物立入検査員証（様式第１５号）とする。 

（更新の登録の申請の期限） 

第２０条 条例第３２条第３項の規定による更新の登録を受けようとする者は，有効期間

満了の日の３０日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。 

（登録及び更新の登録の申請） 

第２１条 条例第３３条第１項の申請書は，屋外広告業登録（更新登録）申請書（様式第

１６号）とする。 

２ 条例第３３条第２項に規定する書面は，誓約書（様式第１７号）によるものとする。 

３ 条例第３３条第２項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。 

(1) 登録申請者（法人である場合にあってはその役員を，営業に関し成年者と同一の能

力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人（法定代理人が法人であ

る場合にあってはその役員を含む。）を含む。次号及び第３号において同じ。）の略

歴書を記載した書面 

(2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

(3) 登録申請者が法人である場合にあっては，登記事項証明書 

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第４１条第１項各号のいずれかに該当する

ことを証する書面 

(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

４ 前項第１号に規定する書面は，略歴書（様式第１８号）によるものとする。 

（登録及び更新の登録の通知） 

第２２条 条例第３４条第２項の規定による通知は，屋外広告業登録（更新登録）通知書

（様式第１９号）により行うものとする。 

（登録拒否の通知） 

第２３条 条例第３５条第２項の規定による通知は，屋外広告業不登録通知書（様式第２

０号）により行うものとする。 

（変更の届出） 
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第２４条 条例第３６条第１項の規定による届出は，屋外広告業登録事項変更届出書（様

式第２１号）により行うものとする。 

２ 前項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合において，当該変更が次の各号

に掲げるものであるときは，当該各号に定める書類を添付しなければならない。 

(1) 条例第３３条第１項第１号に掲げる事項の変更 

ア 変更の届出をする屋外広告業者が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わ

る書面 

イ 変更の届出をする屋外広告業者が法人である場合 登記事項証明書 

(2) 条例第３３条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合

に限る。） 登記事項証明書 

(3) 条例第３３条第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員

となる者がある場合においては，当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面，

第２１条第２項の誓約書及び同条第４項の略歴書 

(4) 条例第３３条第１項第４号に掲げる事項の変更 

ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに

法定代理人となる者がある場合においては，当該法定代理人に係る第２１条第２項

の誓約書及び同条第４項の略歴書 

イ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新たに法定代理人又は現に

法定代理人である法人の役員となる者がある場合においては，当該新たに法定代理

人となる者又は当該役員となる者に係る第２１条第２項の誓約書並びに当該役員に

係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同条第４項の略歴書 

(5) 条例第３３条第１項第５号に掲げる事項の変更 第２１条第３項第４号及び第５号

の書面 

（登録簿の閲覧） 

第２５条 条例第３７条の規定による屋外広告業者登録簿（以下「登録簿」という。）の

閲覧は，建築指導課において行う。 

２ 登録簿の閲覧時間は，市の執務時間とする。 

３ 登録簿の閲覧をしようとする者は，屋外広告業者登録簿閲覧申込書に住所，氏名，閲

覧の目的等を記入し，市長の承認を受けなければならない。 

４ 前項の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者」という。）は，次に掲げる
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事項を遵守しなければならない。 

(1) 登録簿は所定の場所で閲覧し，外へ持ち出さないこと。 

(2) 登録簿を亡失し，損傷し，若しくは汚損し，又はこれに加筆しないこと。 

(3) 登録簿の閲覧が終了したときは，確実に担当職員に返還すること。 

(4) その他担当職員の指示に従うこと。 

５ 市長は閲覧者が前項の規定に違反し，又は違反するおそれがある場合には，その閲覧

を禁止することがある。 

６ 登録簿の閲覧は，無料とする。 

（廃業等の届出） 

第２６条 条例第３８条第１項の規定による届出は，屋外広告業廃業等届出書（様式第２

２号）により行うものとする。 

（講習会） 

第２７条 市長は，条例第４０条に規定する講習会を開催しようとするときは，あらかじ

め，開催の日時，場所，受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告す

るものとする。 

２ 講習会の課程は，次のとおりとする。 

(1) 屋外広告物に関する法令 

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項 

(3) 屋外広告物の施工に関する事項 

３ 講習会を受けようとする者は，屋外広告物講習会受講申込書（様式第２３号）を市長

に提出しなければならない。 

４ 市長は，講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証明書（様式第２４号）

を交付するものとする。 

（講習会の課程の一部免除） 

第２８条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者については，前条第２項第３号に規

定する講習会の課程を免除することができる。 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士の資格を有

する者 

(2) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条に規定する電気工事士の資格を

有する者 
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(3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項に規定する第一種電気主

任技術者免状，第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受

けている者 

(4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく職業訓練指導員免許所持

者，技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの 

２ 前項の規定により講習会の課程の免除を受けようとする者は，前条第３項の屋外広告

物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければ

ならない。 

（業務主任者の認定） 

第２９条 条例第４１条第１項第５号の規定による認定（以下「認定」という。）を受け

ようとする者は，業務主任者資格認定申請書（様式第２５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 認定は，次の各号に該当する者について行うものとする。 

(1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として，５年以上の経験を有する

者 

(2) 認定の申請日以前５年間にわたり広告物に関する法令に違反していない者 

３ 市長は，認定をしたときは，業務主任者資格認定書（様式第２６号）を交付するもの

とする。 

（標識） 

第３０条 条例第４２条の規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 法人にあっては，その代表者の氏名 

(2) 登録年月日 

(3) 業務主任者の氏名 

２ 条例第４２条に規定する標識は，屋外広告業者登録票（様式第２７号）とする。 

（帳簿の記載事項等） 

第３１条 条例第４３条の規定する営業に関する事項で規則で定めるものは，次に掲げる

事項とする。 

(1) 注文者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称及び事務所の所在地） 

(2) 広告物等の表示又は設置の場所 

(3) 表示し，又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 
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(4) 表示又は設置の年月日 

(5) 請負金額 

(6) 業務主任者の氏名 

２ 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他こ

れらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気

ディスク等」という。）に記録され，必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは，当該記録をもって条例第４

３条の規定により屋外広告業者が備える帳簿（以下「帳簿」という。）への記載に代え

ることができる。 

３ 帳簿（前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。

以下この条において同じ。）は，広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければ

ならない。 

４ 屋外広告業者は，帳簿を事業年度の末日をもって閉鎖するものとし，閉鎖後５年間営

業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 

（屋外広告業監督処分簿等） 

第３２条 条例第４６条第１項の規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称及び代表者

の氏名並びに事務所の所在地）並びに登録番号 

(2) 処分の根拠となる条例の条項 

(3) 処分の原因となった事実 

(4) その他参考となる事項 

２ 屋外広告業者監督処分簿は，処分ごとに作成するものとし，その保存期間は，それぞ

れ当該処分の日から５年間とする。 

３ 条例第４６条第２項の規則で定める場所は，建築指導課とする。 

（屋外広告業者立入検査員証） 

第３３条 条例第４７条第２項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は，屋

外広告業者立入検査員証（様式第２８号）とする。 

（委任） 

第３４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が定める。 

付 則 
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（施行期日） 

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

（編入に伴う経過措置） 

２ 北条市の編入の日前に，愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９

３号）の規定に基づきなされた処分，手続その他の行為で，北条市の編入の際現に効力

を有するものは，この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１５年２月７日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表２の規定は，この規則の施行の日以降に条例第７条，第

９条第３項，第１２条第１項の規定により申請のあった広告物等について適用する。 

付 則（平成１６年１２月２１日規則第５７号） 

この規則は，平成１７年１月１日から施行する。 

付 則（平成１７年７月１日規則第５０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に，この規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の

規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際，現に存するこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行

規則の様式による用紙は，当分の間，これを取り繕い使用することができる。 

付 則（平成２０年６月１６日規則第７１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年１１月４日規則第８７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則（以
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下「旧規則」という。）第２条又は第６条の規定により提出されている申請書は，この

規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第２条又は第６条の規定により提出

されている申請書とみなす。 

３ この規則の施行の際，旧規則の様式による用紙で，現に残存するものは，所要の修正

を加え，なお使用することができる。 

付 則（平成２４年３月２８日規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則（次

項において「旧規則」という。）第２１条の規定による申請書によってなされた屋外広

告業の登録又は更新の登録の申請は，この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施

行規則第２１条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録

の申請とみなす。 

３ この規則の施行の際，旧規則様式第１６号，様式第１７号及び様式第１８号による用

紙で，現に残存するものは，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

付 則（平成２５年３月２５日規則第１４号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年９月１０日規則第６４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２７年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 略 

(2) 第１条中松山市景観条例施行規則様式第１１号，様式第１３号，様式第１５号，様

式第２２号及び様式第２３号の改正規定，第２条中松山市屋外広告物条例施行規則様

式第２０号の改正規定並びに第３条の規定 行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）の施行の日 

（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則（以下「新屋外広告物条

例施行規則」という。）別表３の規定は，松山市屋外広告物条例（平成１１年条例第３
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１号）第７条，第１０条第３項及び第１４条第１項の規定による許可について適用し，

松山市屋外広告物条例第１３条第１項の規定による許可については，なお従前の例によ

る。 

４ 新屋外広告物条例施行規則第１１条ただし書の規定は，施行日以後に松山市屋外広告

物条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項又は第１４条第１項の許可等の申請をす

る者について適用し，施行日前に許可等の申請をする者については，なお従前の例によ

る。 

５ 新屋外広告物条例施行規則第１４条第２項の規定は，施行日以後に松山市屋外広告物

条例第２０条の規定による報告をする者について適用し，施行日前に当該報告をする者

については，なお従前の例による。 

付 則（令和６年３月１５日規則第２０号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年３月２９日規則第５９号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

別表１（第４条関係） 

１ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物の禁止地域，眺望保全区

域，禁止物件，許可地域，広告物活用地区及び景観保全型広告整備地区における適用

除外の基準 

区分 条例第10条第1項第4号の基準 

個数 1個 

表示面積 表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線

内を平面とみなしたものの面積の20分の1以下，かつ，0.5平方

メートル以下 

色彩 地色は，けばけばしい色を使用していないこと。 

表示方法 当該施設又は物件の効用を妨げないこと。 
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（注） この表に掲げる基準のほか，別表３第１の共通基準を満たすこと。 

２ 自家用広告物の禁止地域，許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 

区分 条例第10条第2項第1号の基準 

禁止地域 許可地域及び広告物活用地

区 

1事業所等当たり

の表示合計面積 

5平方メートル以下 10平方メートル以下 

設置場所 建物（屋上を除く。）及び敷

地内 

特に定めない。 

色彩 1 地色は，けばけばしい色

及び暗色を使用していな

いこと。 

2 表示面積の2分の1を超え

てけばけばしい色を使用

していないこと。 

特に定めない。 

表示方法 1 ネオン管を使用していな

いこと。 

2 照明は，点滅しないこと。 

3 回転灯を使用していない

こと。 

特に定めない。 

（注） この表に掲げる基準のほか，別表３第１の許可の基準を満たすこと。 

３ 管理用広告物の禁止地域，許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 

区分 条例第10条第2項第2号の基準 
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禁止地域 許可地域及び広告物活用地

区 

表示合計面積 1.5平方メートル以下 3平方メートル以下 

設置場所 建物（屋上を除く。）及び敷地内 

広告物等の上端の

地上からの高さ 

3メートル以下。ただし，建

築物等の壁面に表示するも

のについては，この限りでな

い。 

5メートル以下。ただし，建

築物等の壁面に表示するも

のについては，この限りでな

い。 

色彩 1 地色は，けばけばしい色

及び暗色を使用していな

いこと。 

2 表示面積の2分の1を超え

てけばけばしい色を使用

していないこと。 

特に定めない。 

危害防止のためのものにつ

いては，この限りでない。 

表示方法 1 ネオン管を使用していな

いこと。 

2 照明は，点滅しないこと。 

3 回転灯を使用していない

こと。 

特に定めない。 

危害防止のためのものにつ
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いては，この限りでない。 

（注） この表に掲げる基準のほか，別表３第１の共通基準を満たすこと。 

４ 講演会，展覧会，音楽会等のため，その会場の敷地内に表示する広告物等の禁止地

域，許可地域及び広告物活用地区における適用除外の基準 

区分 条例第10条第2項第4号の基準 

禁止地域 許可地域及び広告物活用地

区 

表示内容 催物の名称，開催期日，開催内容，主催者名等当該催物の案内

に必要な事項（商品名を除く。）を表示するものであること。 

表示期間 開催される日の5日前から終了日まで 

表示方法 のぼり及び旗は，道路の路肩から5メートル以内に設置する場

合には，相互の間隔を5メートル以上とすること。ただし，設

置する本数が3本以下の場合には，この限りでない。 

５ 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物の禁止地域，許可地

域及び広告物活用地区における適用除外の基準 

区分 条例第10条第2項第7号の基準 

禁止地域 許可地域及び広告物活用地

区 

表示内容 1 周囲の景観と調和したものであること。 

2 宣伝の用に供されないものであること。 
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表示期間 工事期間中に限り表示されるものであること。 

６ 自家用広告物の禁止物件における適用除外の基準 

区分 条例第10条第4項第1号の基準 

禁止地域 許可地域 

送電塔，送受信塔及び

照明塔 

表示面

積 

5平方メートル以下 10平方メートル以下 

煙突及びガスタンク，

水道タンクその他タ

ンクの類 

表示面

積 

垂直断面の4分の1以

下，かつ，5平方メー

トル以下 

垂直断面の4分の1以

下，かつ，10平方メ

ートル以下 

石垣，よう壁の類 表示面

積 

禁止 1壁面の4分の1以下，

かつ，10平方メート

ル以下 

備考 

１ 「禁止地域」とは，条例第５条各号に掲げる地域をいう。 

２ 「眺望保全区域」とは，景観法第８条第１項の規定により本市が定めた松山市景

観計画に定める眺望保全区域をいう。 

３ 「許可地域」とは，禁止地域及び広告物活用地区以外の許可を要する地域をいう。 

４ 「禁止物件」とは，条例第６条第１項に規定する物件をいう。 

５ 「自家用広告物」とは，条例第１０条第２項第１号に規定する広告物等をいう。 

６ 「管理用広告物」とは，自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表

示する広告物等をいう。 

７ 「１事業所等」とは，自己の住所又は事務所，営業所若しくは作業場をいう。 

別表２（第５条関係） 
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広告物等の種類 許可の期間 

はり紙，はり札，立看板，アドバルー

ンその他これらに類する簡易なもの 

60日以内 

広告幕 1年以内 

上記に掲げる種類以外の広告物等 2年以内 

別表３（第９条関係） 

第１ 許可地域における許可の基準 

１ 共通基準 

(1) 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要が

ある地域にあっては，広告物等の位置，形状，面積，材料，色彩，意匠等が当該

景観と調和したものであること。 

(2) 裏面，側面及び脚部は，塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。 

(3) 電飾装備を有する広告物等にあっては，昼間においても美観風致を害しないも

のであること。 

(4) 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては，漏れ光及び光の性質に

関する配慮等がなされたものであること。 

(5) 蛍光，発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。 

(6) 松山市景観計画に定められた屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物

件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。 

２ 個別基準 

広告物等の種類 区分 条例第7条及び第14条第1項の基準 

建物利

用広告

物 

屋上広

告物 

広告物

等の上

端の地

51メートル以下 

自己の氏名，名称，店名若しくは商標又は建物
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上から

の高さ 

の名称を表示するため，自己の住所又は事業所，

営業所，作業場等の建物の屋上に表示する広告

物等で，次の要件に該当するものについては，

高さの限度を超えて表示することができる。 

(1) 屋上構造物の壁面に文字，数字又は商標を

縦3メートル以下の箱文字により表示してい

ること。 

(2) ネオン管を使用していないこと。 

(3) 広告物の照明は，点滅しないこと。 

(4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1

壁面に1個であること。 

広告物

等の高

さ 

地上から広告物等を設置する箇所までの高さの

3分の2以下，かつ，15メートル以下 

表示方

法 

建築物の壁面の延長面から突き出さないこと。 

突出し

広告物 

表示面

積 

1面につき20平方メートル以下 

広告物

等の上

端の地

上から

の高さ 

51メートル以下 

個数 1壁面に2列以下。一方の面が0.5平方メートル以
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下のものについては，この限りでない。 

壁面か

らの出

幅 

1 1.5メートル以下であること。 

2 同じ列に設置するものは，その出幅が同じで

あること。 

3 道路上に突き出す場合は，道路の境界線か

ら，1メートル未満であること。 

道路面

からの

広告物

等の下

端の高

さ 

歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては

2.5メートル以上，歩車道の区別のない道路上に

あっては4.5メートル以上 

表示方

法 

建築物の上端から突き出さないこと。 

壁面広

告物 

1壁面の

利用割

合限度 

1壁面の面積が100平方

メートル未満 

2分の1以下 

1壁面の面積が100平方

メートル以上200平方メ

ートル未満 

3分の1以下又は50

平方メートル以下 

1壁面の面積が200平方

メートル以上 

4分の1以下又は70

平方メートル以下 

広告物 51メートル以下 
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等の上

端の地

上から

の高さ 

自己の氏名，名称，店名若しくは商標又は建物

の名称を表示するため，自己の住所又は事業所，

営業所，作業場等の建物その他工作物等の壁面

に表示する広告物等で，次の要件に該当するも

のについては，高さの限度を超えて表示するこ

とができる。 

(1) 壁面に文字，数字又は商標を縦3メートル

以下の箱文字により表示していること。 

(2) ネオン管を使用していないこと。 

(3) 広告物の照明は，点滅しないこと。 

(4) 高さの限度を超えて表示する広告物等が1

壁面に1個であること。 

表示内

容等 

意匠及び広告文が同一なものは，1壁面につき1

個であること。 

表示方

法 

1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 

2 窓その他の開口部をふさがないこと。 

壁面利

用広告

幕 

規格 長さ15メートル以下，幅1.5メートル以下 

表示内

容等 

意匠及び広告文が同一なものは，1個であるこ

と。 

表示方

法 

1壁面の利用割合限度及び広告物等の上端の地

上からの高さは，壁面広告物の基準を満たすこ

と。 

建物敷 広告板 表示合 1事業所等当たり30平方メートル以下 
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地内広

告物 

広告塔 計面積 

広告物

等の上

端の地

上から

の高さ 

15メートル以下 

表示方

法 

道路上に突き出さないこと。 

垣・塀広

告物 

表示方

法 

1 壁面の上端及び側端から突き出さないこと。 

2 壁面広告物の基準を満たすこと。 

のぼり，

旗 

表示面

積 

2平方メートル以下 

設置場

所 

道路の路肩から5メートル以内に設置する場合

には，相互の間隔を5メートル以上とすること。

ただし，設置する本数が3本以下の場合には，こ

の限りでない。 

広告幕 個数 1事業所等当たり3個以下 

規格 1 広告幕は，長さ10メートル以下，幅1メート

ル以下 

2 広告幕掲出装置の高さは，地上から15メート

ル以下 
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表示内

容 

自己の営業内容を表示するものであること。 

はり紙及びはり札 表示面

積 

はり紙 1.5平方メートル以下 

はり札 0.5平方メートル以下 

表示方

法 

はり紙は，糊ばりしないこと。 

立看板 表示面

積 

縦2メートル以下，横1メートル以下，脚部の長

さ0.5メートル以下 

表示方

法 

倒伏しないように固定すること。 

電柱類

広告物 

（共通） 設置場

所 

国道，県道及び市道上に設置されている電柱類

でないこと。 

袖付け 個数 1本につき1個 

規格 縦1.2メートル以下，横0.6メートル以下 

道路面

からの

広告物

の下端

の高さ 

歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては

2.5メートル以上，歩車道の区別のない道路上に

あっては4.5メートル以上 

表示方 歩車道の区別のある道路にあっては，車道上に
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法 突き出さないこと。 

巻付け 個数 1本につき1個。ただし1平方メートル以下で，2

枚に分けて表示することができる。 

表示面

積 

1平方メートル以下 

規格 縦1.5メートル以下 

広告物

の下端

の地上

からの

高さ 

1.2メートル以上 

標識利

用広告

物 

停留所

標識利

用広告

物 

規格 停留所標識の表示面積の5分の1以下 

表示方

法 

進行車両から見えない面に表示すること。 

消火栓

標識利

用広告

物 

個数 1個 

規格 縦0.4メートル以下，横0.8メートル以下 

道路面

からの

広告物

の下端

歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては

2.5メートル以上，歩車道の区別のない道路上に

あっては4.5メートル以上 
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の高さ 

アーチ 表示面

積 

30平方メートル以下 

道路面

からの

広告物

の下端

の高さ 

車道上にあっては5メートル以上，歩道上にあっ

ては3.5メートル以上 

設置場

所 

車道幅員9メートル未満の道路 

表示内

容 

町名，商店街名その他これらに類するものに限

る。 

アドバルーン 規格等 広告物は，長さ15メートル以下，幅1.5メートル

以下の網に布片等で表示し主綱に十分緊結する

こと。 

アーケード利用広告

物 

表示面

積 

2平方メートル以下 

道路面

からの

広告物

の下端

の高さ 

2.5メートル以上 
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個数 1店舗につき1個 

表示方

法 

1 軒先には，表示しないこと。 

2 歩道上のアーケードに添加する場合は，車道

に面する側に表示したものでないこと。 

3 原則として同一街区においては，規格を統一

すること。 

野立広告物 表示合

計面積

（集合

広告の

場合を

含む。） 

30平方メートル以下 

広告物

等の上

端の地

上から

の高さ 

10メートル以下 

道路等

からの

後退距

離 

2メートル以上。一般国道，主要地方道，松山環

状線及び鉄道等において，市街化区域にあって

は10メートル以上，市街化調整区域及び都市計

画区域外にあっては100メートル以上 

野立広

告物間

の距離 

10メートル以上。一般国道，主要地方道，松山

環状線及び鉄道等において，市街化調整区域及

び都市計画区域外にあっては100メートル以上 



26/62 

表示方

法 

1 ネオン管その他の広告物の照明は，点滅しな

いこと。 

2 回転灯を使用していないこと 

道標，案

内図板

等 

近隣店

舗等案

内広告 

表示面

積 

1表示面3平方メートル以下，かつ，6平方メート

ル以下 

道路面

からの

広告物

の上端

の高さ 

3メートル以下 

形状 長方形 

表示内

容等 

名称，事業内容，方向，距離等の案内誘導をす

るのに必要な最小限の事項（商品名を除く。）

を表示するものであること。 

その他

の道標，

案内図

板 

表示面

積 

6平方メートル以下 

道路面

からの

広告物

の上端

の高さ 

3メートル以下 

寄贈者 1面の10分の1以下 
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名等の

表示割

合 

表示内

容 

商業広告その他の営利を目的とするものでない

こと。 

（共通） 表示方

法 

1 ネオン管その他の広告物の照明は，点滅しな

いこと。 

2 回転灯を使用していないこと。 

第２ 禁止地域における自家用広告物の適用除外とされる許可の基準 

区分 条例第10条第3項第1号及び第14条第1項の基準 

1事業所等当たりの

表示合計面積 

50平方メートル以下 

設置場所 建物（屋上を除く）及び敷地内 

色彩 1 地色は，けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 

2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用してい

ないこと。 

表示方法 1 ネオン管を使用していないこと。 

2 照明は，点滅しないこと。 

3 回転灯を使用していないこと。 

（注） この表に掲げる基準のほか，第１の許可の基準を満たすこと。 

第３ 禁止地域における道標，案内図板等の適用除外とされる許可の基準 
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区分 条例第10条第3項第2号及び第14条第1項の基準 

近隣店

舗等案

内広告 

表示内

容 

名称，事業内容，方向，距離等の案内誘導をするのに必要な

最小限の事項（商品名を除く。）を表示するものであること。 

表示面

積 

3平方メートル以下 

道路面

からの

広告物

の上端

の高さ 

3メートル以下 

形状 長方形 

その他

の道標，

案内図

板等 

表示面

積 

3平方メートル以下 

道路面

からの

広告物

の上端

の高さ 

3メートル以下 

寄贈者

名等の

表示割

合 

1面の10分の1以下 
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表示内

容 

商業広告その他の営利を目的とするものでないこと。 

（共通） 色彩 1 地色は，けばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 

2 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用してい

ないこと。 

表示方

法 

1 ネオン管を使用していないこと。 

2 照明は，点滅しないこと。 

3 回転灯を使用していないこと。 

（注） この表に掲げる基準のほか，第１の許可の基準を満たすこと。 

備考 

１ 「禁止地域」とは，条例第５条各号に掲げる地域をいう。 

２ 「許可地域」とは，禁止地域以外の地域をいう。 

３ 「松山市景観計画」とは，景観法第８条第１項の規定により本市が定めた松山市

景観計画をいう。 

４ 「自家用広告物」とは，条例第１０条第２項第１号に規定する広告物等をいう。 

５ 「１事業所等」とは，自己の住所又は事業所，営業所若しくは作業場をいう。 

６ 「主要地方道」とは，松山伊予線，松山空港線，松山港線，松山北条線，伊予松

山港線，伊予川内線，松山港内宮線，松山東部環状線，北条玉川線及び中島環状線

をいう。 

７ 「鉄道等」とは，鉄道，軌道及び索道をいう。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

様式第９号（第１３条関係） 

様式第１０号（第１３条関係） 

様式第１１号（第１３条関係） 

様式第１２号（第１５条関係） 

様式第１３号（第１６条関係） 

様式第１４号（第１８条関係） 

様式第１５号（第１９条関係） 

様式第１６号（第２１条関係） 

様式第１７号（第２１条関係） 

様式第１８号（第２１条関係） 

様式第１９号（第２２条関係） 

様式第２０号（第２３条関係） 

様式第２１号（第２４条関係） 

様式第２２号（第２６条関係） 

様式第２３号（第２７条関係） 

様式第２４号（第２７条関係） 

様式第２５号（第２９条関係） 

様式第２６号（第２９条関係） 

様式第２７号（第３０条関係） 

様式第２８号（第３３条関係） 

 


